
庁用自動車リース仕様書（新規） 

 

 

１ 目的 

甲府市上下水道事業の用に供するため、以下の仕様により車両をリースする。 

 

２ リース車両の概要  

№ 車両タイプ 台数 納車日 無線機、スピーカー等取付 

１ キャブバン ２ＷＤ ３ 協議による（※１） なし（※２） 

 ※１ 希望納車日は令和８年７月１日とするがやむを得ない事情による場合、変更

を可能とする。 

※２ 納車後、甲府市上下水道局が無線機を設置する。 

 

３ 車両の仕様 

 別紙車両仕様書のとおり。 

 

４ 納入場所 

  甲府市上下水道局指定場所 

 

５ リース期間 

納車日より４８箇月 

 

６ リース料に含む費用等 

⑴ 登録納車費用（車庫証明含む） 

⑵ 軽自動車税 

⑶ 自動車重量税 

⑷ 自動車リサイクル預託金 

⑸ 自賠責保険料 

⑹ 法定定期点検整備費用（１２箇月点検） 

⑺ 車検（定期点検整備及び継続検査）費用 

⑻ 定期巡回点検費用（４半期毎（但し１２箇月点検及び車検時は除く）） 

⑼ オイル交換費用（定期点検時） 

⑽ 一般修理費（交通事故によるものを除く）及び消耗品費 

⑾ ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの交換費用（交換時期は協議による） 

⑿ 新しいノーマルタイヤへの交換費用（消耗の度合いにより、リース期間中に１

回まで） 

⒀ バッテリー交換費用（消耗の度合いにより、リース期間中に１回まで） 

⒁ 点検・修理・車検等に伴い貸主が運行する際の任意保険料 

⒂ その他、賃貸者の責により生じる費用 

 



 

７ 支払い条件 

リース料の支払いは月払いとして請求すること。 

 

８ 納入条件等 

賃貸者は、契約後直ちに甲府市上下水道局と詳細な打合せを行い、各車両に要求

される諸仕様を充たすとともに、甲府市上下水道事業契約規程及び以下の項目に

従い納入すること。 

⑴ 車検証の名義は必ず賃貸者の名義とすること。 

⑵ 車両の運行に必要な届出等が、賃貸者の責任において納車前に完了しているこ

と。 

ただし、登録手続き上止むを得ない場合は、事前に甲府市上下水道局に通知す

ること。 

⑶ 車両の各部の動作確認、総合調整を行ったうえで納車すること。 

⑷ 各種オプションを含め、車両に添付されるマニュアル類は全て納車時に提出す

ること。 

 

９ その他 

⑴ サポート窓口の一元化 

故障時等のサポート窓口を明確化・一元化し、緊急時の対応手順（連絡先・連

絡方法等）を作成し、提出すること。 

⑵ 協議 

リース期間中本仕様に定めのない事項について問題が生じた場合、甲府市上

下水道局と賃貸者が誠意をもって協議し、決定するものとする。 

 ⑶ 長期継続契約 

賃貸者と行う契約は、「甲府市上下水道事業管理者の所管に係る長期継続契約

を締結することができる規程」 に基づく長期継続契約であり、翌年度以降にお

いて当該契約に係る収入支出予算について減額及び削減があった場合は、当該契

約は解除する。 

 

 

以 上  



別紙 

車両仕様書（軽貨物キャブバン） 

項目 要求基準 備考 

車種 軽貨物  

ボディタイプ キャブバン ハイルーフ可 

エンジン ガソリン 低排出ガス及び低燃費基準達成 

排気量 ６６０ｃｃクラス  

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ３ＡＴ以上  

駆動方式 ２ＷＤ  

乗用定員 ２／４人乗り 後部座席は可倒式であること 

ボディ色 ホワイト又はオフホワイト アイボリーは不可 

座席シート素材 ビニール等の汚れの落としやすいもの シートカバーでの対応可 

安全装備 

①運転席及び助手席エアバッグ  

②４輪ＡＢＳ  

③ハイマウント・ストップランプ  

必要装備 

①パワーステアリング  

②パワードアロック バックドア連動のこと 

③エアコン  

④ＦＭ／ＡＭラジオ  

⑤リア・ワイパー  

⑥後部座席シートベルト  

付属品等 

①ドアバイザー  

②フロアマット  

③スタッドレスタイヤ ホイール付き 

④タイヤチェーン一式  

特殊装備 

①文字入れペイント（黒） 「甲府市上下水道局」（両サイド） 

※文字入れについては、書体等を実

車で確認のこと 

②前後ドライブレコーダー及び記録用

外部メディア（ＳＤカード等、２０

０万画素以上、ＨＤＲ搭載） 

電源はアクセサリーキットより配

線すること 

メディア保存容量１２８ＧＢ程度 

 


